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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　最も被写体側にあるレンズ群を内包する鏡筒構成部材を光軸方向に移動させるためのカ
ム溝が内周面側に形成されたカム筒であって、
　前記カム溝が、前記鏡筒構成部材を撮影の際の可動範囲でカム駆動する第１カム領域と
非撮影の際の可動範囲でカム駆動する第２カム領域とを有して構成されるとともに、前記
カム溝の側壁面が該カム筒内方に向かって開くテーパー面形状に形成され、
　前記第２カム領域の両側壁面のうち、前記第１カム領域から遠い側の側壁面のカム溝中
心に対するテーパー角度を前記第１カム領域の側壁面より大きくするとともに、前記第１
カム領域から近い側の側壁面のカム溝中心に対するテーパー角度を前記第１カム領域から
遠い側の側壁面より小さくしたことを特徴とするレンズ鏡筒用カム筒。
【請求項２】
　前記第２カム領域の両側壁面のうち少なくとも片側の側壁面のテーパー角度を、前記第
１カム領域の側から徐々に大きく該カム筒内方に向かって開く角度にしたことを特徴とす
る請求項１に記載のレンズ鏡筒用カム筒。
【請求項３】
　前記第２カム領域における前記第１カム領域側とは反対側の部分に、前記鏡筒構成部材
を前記カム溝内に導入するための導入部分が形成されており、前記導入部分の側壁面のテ
ーパー角度を、前記第１カム領域の側壁面のテーパー角度と同じにしたことを特徴とする
請求項１又は２に記載のレンズ鏡筒用カム筒。
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【請求項４】
　カム筒周方向に複数に分割された型を用いて樹脂成型されるカム筒であって、前記第２
カム領域が前記複数の型のうち１つの型における周方向端部側にて成型されたことを特徴
とする請求項１から３のいずれかに記載のレンズ鏡筒用カム筒。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれかに記載のレンズ鏡筒用カム筒を備えたことを特徴とするレン
ズ鏡筒。
【請求項６】
　請求項５に記載のレンズ鏡筒を備えたことを特徴とするカメラ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、カメラに備えられるレンズ鏡筒に関するものであり、より詳しくは、鏡筒構成
部材をカム駆動するためのカム溝が形成されたレンズ鏡筒用カム筒に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
内周面側にカム溝を有するカム筒をプラスチック等の樹脂を用いて射出成型する場合、カ
ム筒の内壁を形作る型を６個程度の複数個に分割して用いることが多い。
【０００３】
図５には、カム筒の内周面を形成するための内径スライド駒（型）の概略を示している。
この内径スライド駒は、大スライド駒３個、小スライド駒３個の合計６個から構成され、
図中のＤ－Ａ、Ｄ－Ｂは大スライド駒、Ｄ－Ｃは小スライド駒を示している（残りの大ス
ライド駒１個および小スライド駒２個は省略している）。各スライド駒には、第１レンズ
群用カム溝を成型するための突起Ｄ－１－Ｔおよび第２レンズ群用カム溝を成型するため
の突起Ｄ－２－Ｔが設けられている。
【０００４】
これらのスライド駒の外周に樹脂が射出され冷却されると、まず小スライド駒Ｄ－Ｃを光
軸中心方向に移動させ、この小スライド駒Ｄ－Ｃの移動によって生じた隙間を利用して大
スライド駒Ｄ－Ａ、Ｄ－Ｂを光軸中心方向に向かって移動させ、型抜きが行われる。
【０００５】
ここで、各スライド駒はいずれも光軸中心方向に移動して型抜きが行われるが、厳密に光
軸中心方向に抜けていくのは各スライド駒の周方向中央部のみであり、中央部から離れた
周方向端部は光軸中心方向とは異なる方向に移動する。このため、カム溝のうち大スライ
ド駒Ｄ－Ａ、Ｄ－Ｂの周方向端部により成型される部分、特にリードが大きい部分では、
カム溝側壁面のテーパー角度を大きく（カム筒内方に向かって大きく開くテーパー面形状
に）する必要がある。
【０００６】
従来は、内径スライド駒の配置によって大スライド駒の両端部で必要とされるカム溝側壁
面のテーパー角度が決定され、さらに必要な最大テーパー角度でカム溝全領域が形成され
ている。
【０００７】
特開平７－４３５８１号公報には、カム筒に形成されたカム溝の片側の側壁面のテーパー
角度を徐々に大きくし、他方の側壁面を小さなテーパー角度にしておくことで、カム溝の
端縁の強度を上げる構成が提案されている。
【０００８】
図６には、上記特開平７－４３５８１号公報にて提案の鏡筒構成を示している。この鏡筒
は、貫通した螺旋状カム溝１０１ａを有する直進部材１０１と、カムフォロア１０２ａが
圧入された回転部材１０２とから構成されており、螺旋状カム溝１０１ａの溝幅で、回転
部材１０２（カムフォロア１０２ａ）のカム溝１０１ａの溝幅方向に対する移動を阻止す
るものである。
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【０００９】
　そして、螺旋状カム溝１０１ａには、回転部材１０２を撮影の際の可動範囲（ズーム・
フォーカス範囲）でカム駆動する部分と、非撮影の際の可動範囲（収納範囲）でカム駆動
する部分とが連続形成されている。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、上記特開平７－４３５８１号公報にて提案の構成では、螺旋状カム溝１
０１ａにおける回転部材１０２を撮影の際の可動範囲でカム駆動する部分までもが、非撮
影の際の可動範囲でカム駆動する部分と同様に両側壁面のテーパー角度が異なっている。
【００１１】
このため、ピント精度に影響を与えないように、両側壁面を回転部材１０２の溝幅方向移
動を阻止する面として使用せずに、カム溝の幅だけで溝幅方向移動を阻止する必要がある
。そして、このようにカム溝の幅だけで回転部材１０２の溝幅方向移動を阻止するために
は、カム溝を貫通溝として形成する必要があり、貫通溝を設けることができない場合には
上記提案を利用できない。
【００１２】
また、カム筒内壁にカム溝が設けられる場合、前述したように内径スライド駒の配置によ
って大スライド駒の両端部で必要とされるカム溝側壁面のテーパー角度が決定されるため
、内径スライド駒の中央部で必要とされるカム溝側壁面のテーパー角度は内径スライド駒
の両端部で必要とされるテーパー角よりも小さいが、カム溝側壁面全体を一定のテーパー
角度で成型するために、内径スライド駒端部で必要とされるテーパー角を全体に適用して
いる。このため、カム溝全体にわたって側壁面のテーパー角度が大きくなり、鏡筒が外力
を受けた際にカムフォロアがカム溝から脱落し易いという問題がある。
【００１３】
そこで、本発明は、内周面側に設けられた非貫通形状のカム溝において、側壁面のテーパ
ー角度をできるだけ小さくすることができるようにしたレンズ鏡筒用カム筒を提供するこ
とを目的としている。
【００１４】
【課題を解決する為の手段】
　上記の目的を達成するために、本発明のレンズ鏡筒用カム筒は、最も被写体側にあるレ
ンズ群を内包する鏡筒構成部材を光軸方向に移動させるためのカム溝が内周面側に形成さ
れたカム筒である。前記カム溝が、前記鏡筒構成部材を撮影の際の可動範囲でカム駆動す
る第１カム領域と非撮影の際の可動範囲でカム駆動する第２カム領域とを有して構成され
るとともに、前記カム溝の側壁面が該カム筒内方に向かって開くテーパー面形状に形成さ
れ、前記第２カム領域の両側壁面のうち、前記第１カム領域から遠い側の側壁面のカム溝
中心に対するテーパー角度を前記第１カム領域の側壁面より大きくするとともに、前記第
１カム領域から近い側の側壁面のカム溝中心に対するテーパー角度を前記第１カム領域か
ら遠い側の側壁面より小さくしている。
【００１５】
　すなわち、非貫通形状のカム溝において、撮影の際に鏡筒構成部材を駆動する第１カム
領域をテーパー角度の小さな側壁面を有する形状に成型するとともに、非撮影の際に鏡筒
構成部材を駆動する第２カム領域をテーパー角度の大きな側壁面を有する形状に成型する
ことにより、良好なピント精度等が得られ、かつ外力による鏡筒構成部材のカム溝からの
脱落を防止できるカム筒を、従来の型構造を変えることなく容易に製作できるようにして
いる。
【００１６】
なお、第２カム領域における第１カム領域側の部分とは反対側の部分に、鏡筒構成部材を
カム溝内に導入するための導入部分が形成されている場合には、この導入部分の側壁面の
テーパー角度を、第１カム領域の側壁面のテーパー角度と同じにして、鏡筒構成部材のカ
ム溝に対する確実な組み付けが行えるようにしてもよい。
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【００１７】
【発明の実施の形態】
図１には、本発明の実施形態であるカム筒を用いたレンズ鏡筒を分解して示している。こ
のレンズ鏡筒は、銀塩カメラ、デジタルカメラ、ビデオカメラといった各種カメラに用い
られるものであるが、ここでは銀塩カメラに用いられる場合について説明する。
【００１８】
　この図において、Ａは不図示のカメラ本体に固定される固定筒、Ｄは固定筒Ａに内接し
て光軸周りで回転しつつ光軸方向に移動可能なカム筒Ｄである。Ｅはカム筒Ｄに内接して
光軸周りで回転せずに光軸方向に移動可能な直進筒（請求の範囲にいう鏡筒構成部材）で
あり、不図示のレンズ群を内包している。カメラその他の光学機器に備えられる本レンズ
鏡筒は、カム筒Ｄと直進筒Ｅとが光軸方向に移動して伸縮する２段繰り出しタイプのレン
ズ鏡筒である。
【００１９】
Ｂは回転阻止部材であり、回転阻止取り付け部材Ｃと一体に組まれ、カム筒Ｄと相対的に
光軸周りに回転可能な状態で、かつ光軸方向の動きをカム筒Ｄに拘束された状態で組み込
まれる。回転阻止部材Ｂは固定筒Ａにより回転が阻止され、光軸周りで回転することなく
、光軸方向にカム筒Ｄと共に移動する。
【００２０】
なお、本実施形態では、回転阻止部材Ｂと回転阻止取り付け部材Ｃとを別体構成としてい
るが、一体成型してもよい。
【００２１】
カム筒Ｄは、その外周後端に形成された歯車部Ｄ－３に外部から回転駆動力を受けて回転
する。この際、歯車部Ｄ－３および歯車がない領域に形成されたヘリコイドＤ－４と、固
定筒Ａの内面に設けられたヘリコイドＡ－１との係合作用により光軸方向に駆動される。
【００２２】
直進筒Ｅは、回転阻止部材Ｂに形成された腕部Ｂ－１、Ｂ－２により光軸周りの回転阻止
を受けつつ、外周に圧入等により取り付けられた一群ピンＰ－１とカム筒Ｄの内周面に形
成された一群カム溝Ｄ－１との係合作用により、光軸方向に駆動される。なお、本実施形
態では、一群ピンＰ－１と直進筒Ｅとを別体構成としているが、これらを一体成型しても
よい。
【００２３】
　Ｇはレンズ群ホルダーであり、不図示のレンズ群を内包し、直進筒Ｅにより光軸周りの
回転阻止を受けつつ、外周に設けられた二群ピンＰ－２とカム筒Ｄの内周面に形成された
二群カム溝Ｄ－２との係合作用により光軸方向に駆動されて変倍および合焦動作を行う。
なお、本実施形態では、二群ピンＰ－２とレンズ群ホルダーＧとを別体構成としているが
、これらを一体成型してもよい。Ｆは直進筒Ｅの前端面を覆う前カバーである。
【００２４】
図２には、カム筒Ｄを光軸方向後方（フィルム面側）から見た斜視図を示している。Ｄ－
１－ａは、一群カム溝Ｄ－１の一群ピン組み付け導入部（請求の範囲にいう導入部分）で
あり、Ｄ－２－ａは二群カム溝Ｄ－２の二群ピン組み付け導入部である。
【００２５】
また、図３には、カム筒Ｄの内面展開図を示しており、図面上側が被写体側になる。なお
、本実施形態では、一群カム溝Ｄ－１に本発明が適用されている場合について説明する。
また、一群カム溝Ｄ－１、二群カム溝Ｄ－２はそれぞれ、カム筒Ｄの周方向１２０度毎に
１本ずつ計３本ずつ形成されているが、これらカム溝の数は３本に限定されるものではな
い。
【００２６】
図３において斜線で示された３つの領域Ｄ－ＣＣは、図５に示した小スライド駒Ｄ－Ｃに
よって成型される内壁面である。また、Ｄ－ＡＡ、Ｄ－ＢＢは大スライド駒Ｄ－Ａ、Ｄ－
Ｂによって成型される内壁面である。
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【００２７】
一群カム溝Ｄ－１は、本レンズ鏡筒のズーム状態をズームワイド端とテレ端との間で変化
させるために直進筒Ｅを光軸方向に駆動する撮影カム領域（請求の範囲にいう第１カム領
域）Ｄ－１－Ｓと、本レンズ鏡筒をカメラ本体に対してズームワイド端と沈胴端との間で
伸縮させるために直進筒Ｅを光軸方向に駆動する沈胴カム部Ｄ－１－Ｑおよび前述した一
群ピン組み付け導入部Ｄ－１－ａを含む非撮影カム領域（請求の範囲にいう第２カム領域
）Ｄ－１－Ｒとを有する。
【００２８】
一方、二群カム溝Ｄ－２は、本レンズ鏡筒のズーム状態をズームワイド端とテレ端との間
で段階的に変化させるとともに各ズームポジションにおいて至近から無限遠の間でフォー
カス状態を変化させるためにレンズ群ホルダーＧを光軸方向に駆動する撮影カム領域（一
群カム溝Ｄ－１の撮影カム領域Ｄ－１－Ｓに対応して形成された領域）と、ズームワイド
端と沈胴端との間でレンズ群ホルダーＧをワイド端位置に保持する沈胴カム部および前述
した二群ピン組み付け導入部Ｄ－２－ａを含む非撮影カム領域（一群カム溝Ｄ－１の非撮
影カム領域Ｄ－１－Ｒに対応して形成された領域）とを有する。
【００２９】
レンズ鏡筒がカメラ本体に対して沈胴した状態にて、使用者がレンズ鏡筒を繰り出し状態
とするためにカメラのメインスイッチを投入すると、カム筒Ｄは不図示のモータの駆動力
を受けて光軸周りで回転しながら光軸方向前方に移動する。このとき、直進筒Ｅは一群カ
ム溝Ｄ－１により非撮影カム領域Ｄ－１－Ｒ中における撮影カム領域Ｄ－１－Ｓの直前に
設定されている待機位置（不図示）まで移動する。また、レンズ群ホルダーＧも同様の待
機位置まで二群カム溝Ｄ－２により駆動される。
【００３０】
そして、撮影中は、直進筒Ｅおよびレンズ群ホルダーＧは各カム溝Ｄ－１、Ｄ－２の撮影
カム領域によって光軸方向駆動され、変倍或いは合焦動作を行う。
【００３１】
ここで、一群カム溝Ｄ－１中の非撮影カム領域Ｄ－１－Ｒには、リードの大きい（本実施
形態では、撮影カム領域Ｄ－１－Ｓのリードよりも大きい）沈胴カム部Ｄ－１－Ｑが存在
している。本来、この沈胴カム部Ｄ－１－Ｑを大スライド駒の周方向中央部に配置するこ
とがカム溝側壁面のテーパー角を小さくする（つまり、カム筒Ｄの内方に向かって閉じる
側とする）ためには望ましいが、成型時に発生する型割線のピントに対する影響からその
ように配置できないことが多い。
【００３２】
そこで、本実施形態では、型作成上、その側壁面のテーパー角度を大きくする（カム筒Ｄ
の内方に向かって開く側とする）必要がある沈胴カム部Ｄ－１－Ｑの両側の側壁面のうち
片側の側壁面Ｄ－１－Ｘのテーパー角を、撮影カム領域Ｄ－１－Ｓ側から一群ピン組み付
け導入部Ｄ－１－ａ側に向かって撮影カム領域Ｄ－１－Ｓのテーパー角よりも徐々に大き
くなるよう変化させることにより、型の作成を可能としている。
【００３３】
図４（Ａ）には、撮影カム領域Ｄ－１－Ｓにおける一群ピンＰ－１との係合状態を表した
ものであり、撮影カム領域Ｄ－１－Ｓの両側の側壁面Ｄ－１－Ｓ′のテーパー角度は、カ
ム溝中心に対して２０度に設定されている。この撮影カム領域Ｄ－１－Ｓでは、両側の側
壁面Ｄ－１－Ｓ′と一群ピンＰ－１の外周面とが略密着している。
【００３４】
これに対し、図４（Ｂ）には、非撮影カム領域Ｄ－１－Ｒ中の沈胴カム部Ｄ－１－Ｑと一
群ピンＰ－１との係合状態を表したものであり、沈胴カム部Ｄ－１－Ｑの片側の側壁面Ｄ
－１－Ｘのテーパー角度はカム溝中心に対して３０度に、もう片側の側壁面のテーパー角
度は２０度に設定されている。但し、沈胴カム部Ｄ－１－Ｑのテーパー角変更は、カム溝
底幅Ｄ－１－Ｐを撮影カム領域Ｄ－１－Ｓでのカム溝底幅Ｄ－１－Ｐと同じにして行われ
ている。
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【００３５】
この沈胴カム部Ｄ－１－Ｑでは、一群ピンＰ－１と片側の側壁面Ｄ－１－Ｘとの間に隙間
が生じるが、レンズ鏡筒が撮影に使用されないときに一群ピンＰ－１が係合する領域であ
るため、ピント精度等に影響することはない。なお、上述した各側壁面の角度は例にすぎ
ず、これ以外の角度であってもよい。
【００３６】
また、本実施形態では、一群カム溝Ｄ－１内への一群ピンＰ－１の確実な組み付けを保証
するために、沈胴カム部Ｄ－１－Ｑと一群ピン組み付け導入部Ｄ－１－ａとをつなぐ部分
の側壁面Ｄ－１－Ｙのテーパー角を沈胴カム部Ｄ－１－Ｑの側壁面Ｄ－１－Ｘの最大テー
パー角度から徐々に小さくして、一群ピン組み付け導入部Ｄ－１－ａの側壁面のテーパー
角度が撮影カム領域Ｄ－１－Ｓにおけるテーパー角と同じになるようにしている（図４（
Ａ）参照）。
【００３７】
なお、本実施形態では、外力を直接受け易い直進筒Ｅをカム駆動する一群カム溝Ｄ－１の
うち非撮影カム領域についてのみ側壁面のテーパー角度を大きくする場合について説明し
たが、２群カム溝Ｄ－２の非撮影カム領域の側壁面も同様にテーパー角度を大きくするよ
うにしてもよい。
【００３８】
また、本実施形態では、カム筒Ｄが６分割の内径スライド駒により成型される場合につい
て説明したが、本発明は、６分割以外の分割内径スライド駒を利用してカム筒を成型する
場合にも適用可能である。
【００３９】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明によれば、非貫通形状のカム溝において、撮影の際に鏡筒
構成部材を駆動する第１カム領域をテーパー角度の小さな側壁面を有する形状に成型でき
るとともに、非撮影の際に鏡筒構成部材を駆動する第２カム領域をテーパー角度の大きな
側壁面を有する形状に成型することができるので、良好なピント精度等が得られ、かつ外
力による鏡筒構成部材のカム溝からの脱落を防止できるカム筒を、従来の型構造を変える
ことなく容易に製作することができる。
【００４０】
なお、第２カム領域における第１カム領域側の部分とは反対側の部分に、鏡筒構成部材を
カム溝内に導入するための導入部分が形成されている場合に、この導入部分の側壁面のテ
ーパー角度を、第１カム領域の側壁面のテーパー角度と同じにすれば、鏡筒構成部材のカ
ム溝に対する確実な組み付けを行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態であるカム筒を用いたレンズ鏡筒の分解斜視図。
【図２】上記カム筒の斜視図。
【図３】上記カム筒の内周展開図。
【図４】上記カム筒に形成されたカム溝と直進筒に設けられたカムピンとの係合状態の説
明図。
【図５】従来のカム筒成型用の内径スライド駒の説明図。
【図６】従来のカム筒を用いた鏡筒の構成図。
【符号の説明】
Ａ　固定筒
Ａ－１　ヘリコイド
Ｂ　回転阻止部材
Ｃ　回転規制取り付け部材
Ｄ　カム筒
Ｄ－１　一群カム溝
Ｄ－１－ａ　一群ピン組み付け導入部
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Ｄ－１－Ｐ　一群カム溝底幅
Ｄ－１－Ｑ　沈胴カム部
Ｄ－１－Ｒ　非撮影カム領域
Ｄ－１－Ｓ　撮影カム領域
Ｄ－１－Ｘ、Ｄ－１－Ｙ、Ｄ－１－Ｓ′一群カム溝の側壁面
Ｄ－２　二群カム溝
Ｄ－２－ａ　二群ピン組み付け導入部
Ｄ－３　歯車部
Ｄ－４　ヘリコイド
Ｄ－Ａ、Ｄ－Ｂ　内径大スライド駒
Ｄ－ＡＡ、Ｄ－ＢＢ　大スライド駒により成型される内壁面
Ｄ－Ｃ　内径小スライド駒
Ｄ－ＣＣ　小スライド駒により成型される内壁面
Ｅ　直進筒
Ｆ　前面カバー
Ｇ　レンズ群ホルダー
Ｐ－１　一群ピン
Ｐ－２　二群ピン
１０１　　直進部材
１０１ａ　貫通した螺旋状カム溝
１０２　　回転部材
１０２ａカムフォロア

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】
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